
”クルマのまち豊田“から”美味しい豊田“をお届けする 

WE LOVE とよたキッチンカー 
加盟事業所募集 

 

とよたの魅力発信につながるキッチンカーを「WE LOVE とよたキッチンカー」として登

録し、市内イベントへの参加斡旋や商品力向上の支援をします。ぜひご登録ください。 

 

 
 
 
 
 
 
登録条件 
豊田の特産品・名産品・原材料等を使用するなど、とよたらしさを感じることができ、とよたの魅力発

信につながるキッチンカー。 

尚、下記も満たすこと。 

・豊田商工会議所会員か市内商工会会員であること 

・豊田市内に所在地を置く事業所であること 

・市内の資源を活用している。※資源とは材料に限らず、文化、技術等を指す。 

・関連法規や業界によるガイドライン基準等を遵守していること 

・営業内容に即した食品営業許可証を取得していること 

・お客様とのトラブルは、自社にて責任をもつこと 

 

申込方法：Google 入力フォームから営業許可証、車両と商品の写真をご登録ください。 

 

      

お問合せ：豊田商工会議所 中小企業相談所  TEL：0565-32-4595 FAX：0565-32-1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WE LOVE とよたキッチンカー登録制度が 

地域・企業とキッチンカーをマッチング！ 

出店予定イベント 
おいでん祭り花火大会 
とよた産業フェスタ 
TGR ラリーチャレンジ 等 
 

 

その他支援内容 
イベントマッチング事業 
セミナーの案内 
補助金の案内 等 
 

自治区・交流館や企業様 

自分たちで屋台ができない！ 

キッチンカーをお祭りに呼びたい！ 

でもキッチンカーを探せない 

キッチンカー事業所様 

出店の情報が無い！ 

出店したい催事に入れない！ 

でもキッチンカーを探せない 

 
 

 



 

豊田商工会議所事業販路拡大事業 

WE LOVE とよた キッチンカー   

登録要項 
１．概要 

近年、急激に登録台数を増やしているキッチンカー業界はオフィス街やイベントへの出店 

のみならず、過疎化や高齢化、災害時等、社会課題の解決手段としても、さらなる成長が 

期待されている。とよたの魅力発信につながるキッチンカーを「WE LOVE とよたキッチ

ンカー」として登録し、商品力の向上やイベント参加への支援を通じ地域活性化を目指す。 

 

２．目的 

この要項は本事業の登録に係る必要な手続き等について定めるものとする。 

 

３．定義 

WE LOVE とよた キッチンカーとは、申請基準を満たした移動販売車（キッチンカー）で

豊田商工会議所が認めたものをいう。 

 

４．申請基準 

本事業の申請基準は以下の通りとする。 

（1）対象 

豊田の特産品・名産品・原材料等を使用するなど、とよたらしさを感じることができ、

とよたの魅力発信につながるキッチンカー。 

尚、下記も満たすこと。 

・豊田市内に籍を置く事業所であること 

・豊田商工会議所会員か市内商工会会員であること 

・市内の資源を活用している。注意:資源とは材料に限らず、文化、技術等を指す。 

・関連法規や業界によるガイドライン基準等を遵守している 

・営業許可を取得しており提出できること 

・お客様とのトラブルは、自社にて責任をもって対処すること 

 

（2）申請者 

他者との間に紛争が生じていないこと 

前項に関わらず、次に掲げる申請者は対象としない 



ア 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼう

ゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)が役員

となっている事業者 

イ 反社会的勢力と密接な関係を有する事業者 

 

５．申請 

（１）申請受付は年間を通じ行う 

（２）申請者はエントリーシートを下記の方法で豊田商工会議所へ提出する。 

ア 申込み Web フォームによる申請 

車両・商品画像データを準備の上、下記 web サイトより質問に従って回答する。 

ＵＲＬ：https://forms.gle/sdbPcpYtNrmK5SCGA  

（３）2025 年度の登録料は無料とする。ただし、申請に要する費用（書類作成、通信運

搬等）は申請者の負担とする。 

 

６．登録の取消し 

次のいずれかに該当する商品は、登録を取り消すことができる。 

（１）申請基準を欠くにいたったとき。 

（２）虚偽の申請により登録を受けたとき。 

（３）事業を１年以上中止し、又は廃止したとき。 

（４）事故等により重大な被害が発生したとき、又は当該事故等を解決するために講じた

措置が不適切であるとき。 

（５）その他、登録を取り消すべき事由が生じたとき。 

 

７．損害に対する責務 

豊田商工会議所は本事業の活動によって損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わ

ないものとする。 

 

８．その他 

この要項に定めるものの他必要な事項は別に定める 

事務局：471-8506 愛知県豊田市小坂本町 1-25  

豊田商工会議所 中小企業相談所 企画・まちグループ 


